
平成28年10月21日　　　

１．執行機関の別

２．都道府県名 執行機関名 上天草市長

３．市区町村名

４．届出番号

５．独自利用事務の事例番号

６．届出書を公表している
　　　ウェブページのアドレス

１．準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等

①事務の名称

②番号法別表第１の項

③番号法別表第２の項

④番号法第９条第２項に基づ
き定める条例の名称及び①
の該当部分

⑤事務の趣旨又は目的が規
定されている箇所

⑥事務の趣旨又は目的

⑦独自利用事務の関連規範
上天草市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第84
号）

上天草市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27
年上天草市条例第25号）別表第一第４の項上天草市ひとり親家庭等医療費助成に
関する条例（平成16年上天草市条例第84号）によるひとり親家庭等の医療費の助
成に関する事務であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年７月１日法律第129号）第１条
上天草市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第84
号）第１条

第一条 　この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかに
するとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必
要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。

第１条　この条例は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親
家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

上天草市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第84
号）によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

45

65

1

65-1 ひとり親等の医療費助成に関する事務

http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/447/

（１）法定事務 （２）独自利用事務

上天草市

様式

委 員 会 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 に 基 づ く 届 出 書

1: 都道府県知事・市区町村長等

熊本県

知事 市区町村長等



平成28年10月21日　　　

１．執行機関の別

２．都道府県名 執行機関名 上天草市長

３．市区町村名

４．届出番号

５．独自利用事務の事例番号

６．届出書を公表している
　　　ウェブページのアドレス

１．準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等

①事務の名称

②番号法別表第１の項

③番号法別表第２の項

④番号法第９条第２項に基づ
き定める条例の名称及び①
の該当部分

⑤事務の趣旨又は目的が規
定されている箇所

⑥事務の趣旨又は目的

⑦独自利用事務の関連規範

様式

委 員 会 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 に 基 づ く 届 出 書

1: 都道府県知事・市区町村長等

熊本県

上天草市

上天草市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27
年上天草市条例第25号）別表第一第５の項上天草市重度心身障害者医療費助成
に関する条例（平成16年上天草市条例第89号）による重度心身障害者の医療費の
助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年
法律第123号）第１条

上天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第89
号）第１条

2

108-1 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/447/

（１）法定事務 （２）独自利用事務

第１条　この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福
祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害福祉に関する法律、児童
福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及
び障害児が基本的人権を共有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又
は社会生活を営むことができるよう、必要んあ障害福祉サービスに係る給付、
地域生活支援その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福
祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を
尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とす
る。

第１条　この条例は、重度心身障害者の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で
医療費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立
支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省
令で定めるもの

上天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第89
号）による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるも
の

84

108

上天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第89
号）

知事 市区町村長等



平成28年10月21日　　　

１．執行機関の別

２．都道府県名 執行機関名 上天草市教育委員会

３．市区町村名

４．届出番号

５．独自利用事務の事例番号

６．届出書を公表している
　　　ウェブページのアドレス

１．準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等

①事務の名称

②番号法別表第１の項

③番号法別表第２の項

④番号法第９条第２項に基づ
き定める条例の名称及び①
の該当部分

⑤事務の趣旨又は目的が規
定されている箇所

⑥事務の趣旨又は目的

⑦独自利用事務の関連規範

上天草市

上天草市特別支援教育就学奨励費扶助規則（平成27年上天草市教育委員会規
則第10号）

上天草市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年
上天草市条例第25号）別表第一第７の項就学困難と認められる児童生徒の保護者
に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和二十九年法律第百四十四
号）第一条

上天草市特別支援教育就学奨励費扶助規則（平成27年上天草市教育委員会規
則第10号）第１条

第一条　この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校へ
の就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学
する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつて特別支援学校に
おける教育の普及奨励を図ることを目的とする。

第１条　この規則は、学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第22条の３に規
定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児
童若しくは生徒（以下「特別支援教育対象者」という。）の保護者の経済的負担を軽
減するため、上天草市が特別支援教育就学奨励費（以下「奨励費」という。）を支給
することについて、必要な事項を定めるものとする。

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のた
め必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの

就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であっ
て規則で定めるもの

26

37

1

様式

委 員 会 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 に 基 づ く 届 出 書

2: 教育委員会

熊本県

37-1-1（2）
知事等（教育委員会）が行う特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務（負
担金に係る事務）以外の事務であって、地方公共団体においてこれと同様に個
人番号を利用する事務（補助金に係る事務）

http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/447/

（１）法定事務 （２）独自利用事務



平成28年10月21日　　　

１．執行機関の別

２．都道府県名 執行機関名 上天草市教育委員会

３．市区町村名

４．届出番号

５．独自利用事務の事例番号

６．届出書を公表している
　　　ウェブページのアドレス

１．準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等

①事務の名称

②番号法別表第１の項

③番号法別表第２の項

④番号法第９条第２項に基づ
き定める条例の名称及び①
の該当部分

⑤事務の趣旨又は目的が規
定されている箇所

⑥事務の趣旨又は目的

⑦独自利用事務の関連規範

113-3-1（2）
知事等（教育委員会）が行う就学援助に関する事務（小学校・中学校向け、ただ
し医療費は除く。）

http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/447/

（１）法定事務 （２）独自利用事務

様式

委 員 会 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 に 基 づ く 届 出 書

2: 教育委員会

熊本県

上天草市

上天草市就学援助費扶助規則（平成27年上天草市教育委員会規則第９号）

上天草市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年
上天草市条例第25号）別表第一第７の項就学困難と認められる児童生徒の保護者
に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八号）
第１条

上天草市就学援助費扶助規則（平成27年上天草市教育委員会規則第９号）第１条

第一条　この法律は、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等
学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校
等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄
与することを目的とする。

第１条　この規則は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条及び学校保健安
全法（昭和33年法律第56号）第24条の規定に基づき、経済的理由により就学が困
難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、上天草市が就学に必要な費用（以
下「就学援助費」という。）を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であっ
て規則で定めるもの

91

113

2



令和2年12月22日　　　

１．執行機関の別        

２．都道府県名 執行機関名 上天草市長

３．市区町村名

４．届出番号

５．独自利用事務の事例番
号

６．届出書を公表している
　　　ウェブページのアドレス

１．準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等

①事務の名称

②番号法別表第１の項

③番号法別表第２の項

④番号法第９条第２項に基づ
き定める条例の名称及び①
の該当部分

⑤事務の趣旨又は目的が規
定されている箇所

⑥事務の趣旨又は目的

⑦独自利用事務の関連規範

様式

委 員 会 規 則 第 ３ 条 第 １ 項 に 基 づ く 届 出 書

1: 都道府県知事・市区町村長等

熊本県

上天草市

上天草市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例　別表第１
第3の項
上天草市子ども医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第82号）による
子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

児童手当法 （昭和46年法律第73号）第1条 上天草市子ども医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第82号）第1条

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

上天草市子ども医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第82号）による
子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

56

74

3

74-1 子どもの医療費助成に関する事務

http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/64/8305.html

（１）法定事務 （２）独自利用事務

この法律は、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七条第一項に規定
する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについて
の第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を
支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児
童の健やかな成長に資することを目的とする。

この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成
と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することに
ついて、必要な事項を定めるものとする。

上天草市子ども医療費助成に関する条例（平成16年上天草市条例第82号）

中止

知事 市区町村長等


